


松江市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

松江市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 18 年松江市教育委員会規則第 11

号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

(館長) (館長) 

第 3 条 条例第 3 条に規定する館長は、非常

勤とすることができる。 

第 3 条 条例第 3 条に規定する館長は、非常

勤とすることができる。 

2 非常勤の館長の任期は、2 年とし、再任す

ることを妨げない。ただし、館長が欠けた

場合の後任の館長の任期は、前任者の残任

期間とする。 

2 非常勤の館長の任期は、2 年とする   

        。ただし、再選すること

を妨げない             

     。 

3 館長に事故があるときは、教育委員会が

あらかじめ定めた職員がその職務を代決

する。 

3 館長に事故があるときは、教育委員会が

あらかじめ定めた職員がその職務を代決

する。 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


